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国民保護

広告

　市では、平成16年９月に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国民保護法）」

に基づき、武力攻撃事態等において市民の生命、身体、財産を保護するための措置（住民の避難、避難住民の救援、

武力攻撃災害への対処等）を的確かつ迅速に実施するため、飯田市国民保護計画を策定しています。

武力攻撃事態における国民保護の位置付け

武力攻撃の発生
ミサイル攻撃

・
ゲリラ攻撃等

武力攻撃災害の発生
火災・負傷者の発生等

侵害排除措置

国民保護措置

自衛隊等

国・県・市町村

指定公共機関

指定地方公共機関

国 民 保 護

警報の発令、避難の指示、
救援等

警報・避難指示等の伝達

　緊急時には、市の防災行政無線や安心メールなどで避難情報などを住民に伝達します。

警報の伝達 避難の指示 緊急通報の発令

国対策本部長（総理大臣）

警報の発令
◆ 武力攻撃事態等の現状と予測
◆ 事態が発生した地域

避難措置の指示
◆ 要避難地域
◆ 避難先地域

県対策本部長（知事）

警報の通知 避難の指示
◆ 主要な避難経路
◆ 避難の手段など

緊急通報の通知

市対策本部長（市長）

警報の伝達
◆ 防災行政無線、 

安全・安心メール

避難の指示の伝達
◆ 消防（団）による避難誘導

緊急通報の伝達

住　　民

放送事業者である指定（地方）公共機関（テレビ・ラジオ事業者）

住民の避難

　武力攻撃事態において警報が発令された後、さらに住

民の避難が必要なとき、市長は県の避難指示を受け、住

民に避難の指示を伝達します。


